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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に位置し、表面に溝部を有する導体と、
　前記導体に接続されたワイヤと、を備え、
　前記溝部は、前記ワイヤと前記導体との接続部を、一部の開口を除いて取り囲む、回路
基板。
【請求項２】
　前記基板上に位置し上面と側面とを有する台座部、をさらに備え、
　前記導体は、前記上面上に位置するパッド部と、前記パッド部と電気的に接続されると
ともに前記側面上に位置する側面配線部と、を有し、
　前記開口が、前記パッド部と前記側面配線部との境界部に位置する、請求項１に記載の
回路基板。
【請求項３】
　前記基板上であって前記台座部とは異なる領域に位置し、前記導体と電気的に接続され
た駆動部、をさらに備える請求項２に記載の回路基板。
【請求項４】
　前記台座部の形状が角錐台であり、
　前記角錐台における前記上面と前記側面との境界のうち前記境界部は、平面視で前記駆
動部に最も近接している、請求項３に記載の回路基板。



(2) JP 5114569 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板、並びに、それを用いた、画像形成装置、サーマルヘッド及びイメ
ージセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、回路基板、並びに、それを用いた、画像形成装置、サーマルヘッド及びイメージ
センサなどの各種装置の小型化が進んでいる。
【０００３】
　これらの小型化を図るためには、回路基板を構成する基板に形成される素子自体も小型
にする必要があり、これに伴って導体も小さくなる傾向にある。このとき、ワイヤの径や
ボンディングツール（キャピラリなど）のサイズも小さいものとなることから、導体とワ
イヤとの付着力を向上させる事が求められていた。
【発明の概要】
【０００４】
　したがって本発明の目的は、装置を小型化しても、電気的接続の信頼性の高い回路基板
、およびそれを用いた、画像形成装置、サーマルヘッド並びにイメージセンサを提供する
ことにある。
【０００５】
　本発明の一実施形態に係る回路基板は、基板と、導体と、ワイヤとを具備する。前記導
体は、前記基板上に位置し、表面に溝部を有する。前記ワイヤは、前記導体に接続される
。前記溝部は、前記ワイヤと前記導体との接続部を、一部の開口を除いて取り囲む。
【０００６】
　本発明の他の実施形態に係る画像形成装置は、上記回路基板と、第１の駆動回路と、を
含む。
【０００７】
　本発明のさらに他の実施形態に係るサーマルヘッドは、上記回路基板と、第２の駆動回
路と、を含む。
【０００８】
　本発明のさらに他の実施形態に係るイメージセンサは、上記回路基板と、演算回路と、
を含む。
【０００９】
　本実施形態に係る構成によれば、ワイヤを剥離しにくくすることができるため、接続信
頼性が向上し、装置を長寿命化することができる。
【００１０】
　本発明の目的、特色、および利点は、下記の詳細な説明と図面とからより明確になるで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】本発明の第１の実施形態に係る回路基板（発光装置）を示す断面図である。
【図１Ｂ】図１Ａの回路基板（発光装置）を示す平面図である。
【図１Ｃ】図１Ａの回路基板（発光装置）を示す斜視図である。
【図２】図１Ａ～図１Ｃの発光装置をプリント基板に実装した実装体を示す断面図である
。
【図３】ワイヤを導体にステッチボンドする工程を示す断面図である
【図４Ａ】導体とワイヤとの接続構造を示す斜視図である。
【図４Ｂ】導体とワイヤとの接続構造を示す斜視図である。
【図４Ｃ】導体とワイヤとの接続構造を示す斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る回路基板（発光装置）を示す断面図である。
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【図６】発光装置を示す断面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る回路基板（発光装置）を示す平面図である。
【図８】図７の切断面線ＩＶ－ＩＶから見た回路基板（発光装置）の断面図である。
【図９】図７の切断面線Ｖ－Ｖから見た回路基板（発光装置）の断面図である。
【図１０】図７の回路基板（発光装置）の等価回路を示す回路図である。
【図１１】本発明の第４の実施形態に係る回路基板（発光装置）を示す断面図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る画像形成装置を示す側面図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るサーマルヘッドを示す断面図である。
【図１４】本発明の実施形態に係るイメージセンサを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しつつ本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、以下
の図面に記載される構成は本発明の実施形態の一例であり、この構成のみに限定されるも
のではない。
【００１３】
≪回路基板の基本構成について≫
　本発明の一実施形態の回路基板は、図４Ｃに示すように、基板上に位置する導体１０５
と、この導体１０５に接続（bonding）されるワイヤ１０７とを具備している。そして、
導体１０５は、その表面に、溝部１０８を有する。この溝部１０８は、例えば、図３に示
すように、ワイヤ１０７を導体１０５に接続する際、キャピラリを導体１０５に押し付け
ることで形成される。溝部１０８は、ワイヤ１０７と導体１０５との接続部１０７ａ（斜
線で示した部分）を、一部の開口Ｘを除いて取り囲む。ここでいう「溝部が取り囲む」と
は、図４Ｃに示すように、溝部１０８の外周側の縁部１０８ｂおよび開口Ｘによって囲む
ことを意味している。この開口Ｘにおいて溝部１０８の内側領域と外側領域とが連続して
いる。なお、内側領域とは、前述したような、溝部１０８によって取り囲まれた領域をい
う。
【００１４】
　また、図４Ｂは、図４Ａに示した前記接続構造とは異なる導体１０５とワイヤ１０７と
の接続構造を示す。図４Ｂにおいて導体１０５は、上面と側面とを有する台座部に設けら
れている。この実施形態において、導体１０５は、台座部の上面上に位置するパッド部１
０５ａと、台座部の側面上に位置し、パッド部１０５ａと電気的に接続される側面配線部
１０５ｂとを有している。そして、開口Ｘが、パッド部１０５ａと側面配線部１０５ｂと
の境界部に位置している。
【００１５】
　本実施形態の構成によれば、下記の理由により、良好な付着力が得られる。以下、本実
施形態の作用効果について、図４Ａ～図４Ｃを用いて説明する。図４Ａ～図４Ｃは、導体
とワイヤとの接続構造を示す模式的な斜視図であり、図４Ａは、本発明の実施形態には含
まない構成、図４Ｂおよび図４Ｃは、本発明の実施形態に含まれる構成を示す。なお、溝
部１０８を示す図面において、接続部１０７ａをわかりやすくするために溝部１０８の幅
を大きく示しており、実際の寸法にもとづいて記載されたものではない。
【００１６】
　図４Ａの構成では、導体２０５とワイヤ１０７とが接続部１０７ａを形成しており、ス
テッチボンディング等のワイヤボンディングの際に生じた溝部２０８がパッド部２０５ａ
上に残っている。接続部１０７ａは溝部２０８によって囲われた領域に存在している。し
かしながら、後述する理由により、回路基板を小型化すると溝部２０８によって囲われた
領域は導体２０５から分断される場合がある。もし分断されてしまった場合、接続部１０
７ａは、この溝部２０８によって囲われた狭い領域の有する付着力によって辛うじてつな
がっている状態となり、接続部１０７ａが基板から剥離してしまう恐れがある。
【００１７】
　これに対して、図４Ｂに示された実施形態の構成では、パッド部１０５ａとワイヤ１０



(4) JP 5114569 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

７とが接続部１０７ａを形成しており、ワイヤボンディングの際に生じた溝部１０８がパ
ッド部１０５ａ上に存在している点は図４Ａの構成と同様である。しかしながら、図４Ｂ
に示す実施形態の構成では、パッド部１０５ａと台座部に設けた側面配線部１０５ｂとは
繋がっており、溝部１０８の一部が、パッド部１０５ａ側の側面配線部１０５ｂとの境界
で欠けた形状となっている（溝部１０８が途切れ、開口Ｘを形成している）。この構成に
よれば、接続部１０７ａが設けられているパッド部１０５ａの領域は、溝部１０８に囲わ
れた領域だけではなく、この領域につながって設けられている側面配線部１０５ｂともつ
ながっている。したがって、溝部１０８がパッド部１０５ａの上では分断されてしまって
いたとしても、完全には周囲と分離されず、側面配線部１０５ｂとつながっているため、
図４Ａに示された構成に比べて良好な付着力を得ることができる。
【００１８】
　また、図４Ｃに示すような、平面状の導体１０５を有する構成においても、図４Ｂの場
合と同様に、ワイヤ１０７と導体１０５との良好な付着力を得ることができる。すなわち
、図４Ｃでは、導体１０５の表面に溝部１０８が形成されており、この溝部１０８の一部
が欠けた形状となっている（溝部１０８が途切れ、開口Ｘを形成している）。この構成に
よれば、接続部１０７ａが設けられている溝部１０８に囲われた内側領域は、開口Ｘを介
して、溝部１０８の外側の領域とつながっている。
【００１９】
　以下、回路基板の小型化が溝部１０８に与える影響について、発明者が知見した内容を
説明する。
【００２０】
　通常、ステッチボンド等で接続されたたワイヤ１０７と導体１０５との接続強度は、（
ｉ）ワイヤ１０７と被接合物である導体１０５との境界の強度と、（ii）導体１０５と基
板との密着強度で決まる。回路基板を小型化するために、導体１０５の面積を小さくする
と、このサイズに合わせてワイヤ１０７の径を小さくする、またはワイヤ１０７と導体１
０５との接続に使用されるキャピラリの先端径を小さくする必要があるため、上記（ｉ）
の強度が下がる傾向にある。
【００２１】
　上記（ｉ）の強度の強度低下を抑制するために、導体１０５上にワイヤ１０７を強く押
しつぶすことによりワイヤ１０７と導体１０５の金属間結合を向上させて対策が一般的に
用いられている。しかしながら、回路基板の導体１０５のサイズの小型化に合わせて小径
化したキャピラリの先端にさらに大きな力を印加することとなるため、先端にかかる応力
が大きくなり、導体１０５の厚みが、溝部１０８の部位で薄くなる傾向にある。このよう
に導体１０５が薄くなると、溝部１０８により周囲を囲まれた内側の領域と、その周囲の
領域とが分断されやすくなる。そして、溝部１０８の内側領域の導体１０５は、その内側
領域の小さい面積でしか基板に密着することができなくなり、溝部１０８の内側の領域が
基板から剥離する可能性が増大する。
【００２２】
　図４Ｂおよび図４Ｃに示す構成によれば、上述したように、導体１０５上の溝部１０８
の内側の領域が、開口Ｘを介して溝部１０８の外側の領域とつながっているので、接続部
１０７ａが形成された溝部１０８の内側の導体１０５が補強され、良好な付着力を得るこ
とができる。
【００２３】
　図４Ｃのような、内側領域と外側領域とが開口Ｘでつながるように、溝部１０８を導体
１０５上に形成する方法としては、例えば、ワイヤ１０７を導体１０５に接続する際、基
板またはキャピラリを傾けることにより形成できる。あるいは、キャピラリの先端の一部
の形状を変形させることによって、先端の一部が導体１０５に接触しないようにすればよ
い。
【００２４】
　好ましくは、図４Ｂのように、基板の表面に上面と側面とを有する台座部を設け、この
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台座部の上面にはパッド部１０５ａを形成し、台座部の側面には側面配線部１０５ｂを形
成することによって、導体１０５をパッド部１０５ａと側面配線部１０５ｂとから成る折
れ曲がった平板状にするのがよい。このような構成にすると、基板またはキャピラリを傾
けなくとも、キャピラリの先端の一部がパッド部１０５ａからはみ出すように接続するだ
けで、一部の領域で開口Ｘを形成するように、溝部１０８を容易に形成することができる
。
【００２５】
　また、図４Ｂのような台座部上に導体１０５を設けた場合、ワイヤ１０７の導体１０５
に対する付着力をより高めることができる。すなわち、従来は、溝部がパッド部の中に安
定して留まるように、十分に小さい先端径を有するキャピラリを選択する必要があった。
しかし、図４Ｂに示される構成は、
従来に比べて大きい先端径を有するキャピラリを用いて作製が可能なことから、ワイヤ１
０７がキャピラリによりつぶされる箇所とワイヤとの境界のサイズを大きくすることがで
き、付着力をさらに高めることができる。
【００２６】
　以上のように、本発明の一実施形態の回路基板における導体とワイヤとの接続構造を示
す図４Ｂおよび図４Ｃによれば、ワイヤ１０７を導体１０５から剥離しにくくすることが
できるため、接続信頼性が向上し、装置を長寿命化することができる。
【００２７】
≪駆動部を有する回路基板について≫
＜第１の実施形態に係る回路基板＞
　次に本発明の第１の実施形態に係る回路基板について、発光素子等の駆動部を具備した
実施形態をもとに説明する。
【００２８】
　図１Ａに示す発光装置は、基板１０１上に、駆動部としての発光素子１０３と台座部１
０２とを備える。基板１０１は、発光素子１０３と同じ種類の半導体を用いて形成される
ことが多い。
【００２９】
　発光素子１０３としては、具体的に発光ダイオード、発光サイリスタなどの半導体発光
素子が挙げられる。発光素子１０３には、発光信号を印加するための電極１０９が設けら
れている。発光素子はｎ型およびｐ型の半導体層を積層して形成されるが、詳細な構成に
ついては後述する。
【００３０】
　台座部１０２は、基板１０１の表面上で、発光素子１０３とは異なる位置に形成されて
いる。そして、台座部の形状が上面と側面とを有する角錐台であり、導体１０５が上面か
ら側面までつながっている。導体１０５のうち、台座部１０２の上面に位置する部位をパ
ッド部１０５ａ、台座部１０２の側面に位置する部位を側面配線部１０５ｂと称する。パ
ッド部１０５ａには、Ａｕなどから構成されるワイヤ１０７が接続されている。ワイヤ１
０７の他端（ワイヤ１０７の両端のうち、パッド１０５ａと接続しない側の端部）は、外
部の駆動回路に接続される。この駆動回路は、発光素子１０３を発光駆動させる。
【００３１】
　なお、台座部１０２は、発光素子１０３と同じ半導体の層構成で形成するのが簡便なた
め望ましい。しかしこの場合、台座部１０２が導電性を有し、導体１０５と導通してしま
うため、台座部１０２上に第１の絶縁層１０４を設け、その上に導体１０５を設ける。な
お、図では詳細な構成は省略しているが、導体１０５は発光素子１０３に発光のための信
号を印加する電極１０９と電気的に接続され、外部の駆動回路からワイヤ１０７に対して
発光の信号が印加されたときに、発光素子１０３に伝える働きを有する。
【００３２】
　第２の絶縁層１０６は、導体１０５および発光素子１０３の電極１０９の少なくとも外
周部を覆うように設けられている。この第２の絶縁層１０６が設けられていることにより
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、電極の外周部の界面から水分が侵入して剥離することを防止するので、信頼性を向上さ
せることができる。
【００３３】
　第１の絶縁層１０４，第２の絶縁層１０６は、ＳｉＮ、ＳｉＯ２などの誘電体膜または
ポリイミドなどの樹脂材料により形成される。
【００３４】
　図１Ｂおよび図１Ｃに示すように、パッド部１０５ａとワイヤ１０７とは接続部１０７
ａを形成している。そして、接続の際に生じた溝部１０８の一部が、パッド部１０５ａ側
の側面配線部１０５ｂとの境界で欠け、開口Ｘを形成している。この構成によれば、接続
部１０７ａが設けられているパッド部１０５ａの領域は、溝部１０８に囲われた領域だけ
ではなく、この領域に連続して設けられている側面配線部１０５ｂともつながっている。
【００３５】
　なお、角錐台の台座部１０２を平面視したときに、パッド部１０５ａを構成する辺が側
面配線部１０５ｂとの境界部に該当する。このとき、側面配線部１０５ｂは、パッド部１
０５ａを構成する辺のいずれに設けても構わないが、好ましくは、他の辺よりも発光素子
１０３に最も近接している辺に設けるのが良い。これにより、溝部１０８は、パッド部１
０５ａの表面上であって発光素子１０３寄りの境界部と接する態様となる。言い換えれば
、発光素子１０３の方にずらせて設けられることになる。その結果、台座部１０２同士（
パッド部１０５ａ同士）の間隔を近づけて配置することができるから、台座部（パッド部
）の数を増やすことが可能となり、発光装置のサイズを主走査方向に小型化し、解像度の
高い発光装置を作製することができる。
【００３６】
　図２は、図１Ａ～図１Ｃに示した発光装置をプリント基板１１０に実装した実装体を示
す模式的な断面図であり、図３は、ワイヤ１０７を導体１０５（パッド部１０５ａ）にス
テッチボンドする工程を示す断面図である。
【００３７】
　図２に示すように、プリント基板１１０上には、図１Ａ～図１Ｂで説明した本発明の第
１の実施形態に係る発光装置と、ＩＣ１１１などの駆動回路とが設けられており、電極１
１２とワイヤ１０７とが接続している。なお、ここでは、駆動回路として電極１１２に接
続する例を示したが、プリント基板上に設けられた銅などの配線パッドに直接ワイヤ１０
７を設けてもよい。また、駆動回路は、本発明の一実施形態の回路基板に構成されていて
もよい。
【００３８】
　ワイヤ１０７は、始めの工程でプリント基板１１０のＩＣ１１１の電極１１２に対して
接続され（first bond）、次の工程で発光素子側の導体１０５（パッド部１０５ａ）に対
して接続される（second bond）。具体的には以下のような工程を経る。
【００３９】
　（１）ワイヤ１０７の先端にボール状の部位を有する状態から、ワイヤクランプが開い
てキャピラリ１１３が降下し、前記部位がターゲットである電極１１２と接触するととも
に、熱・荷重・超音波をボールに伝えて接続を形成する。
【００４０】
　（２）キャピラリ１１３を一定の高さ（ループ高さ）まで上昇した後、導体１０５まで
キャピラリ１１３を移動させる。この際に安定した形のループを形成するため、キャピラ
リ１１３を特殊な軌跡で移動させることでワイヤ１０７にくせをつけてもよい。
【００４１】
　（３）再びキャピラリ１１３が降下して、ワイヤ１０７をパッド部１０５ａ上に押し付
ける。この際に熱と荷重と超音波とを加えてワイヤ１０７を変形させ、ワイヤ１０７をタ
ーゲット上に接合させるためのステッチボンドと、次のステップでテイルを確保するため
のテイルボンドを形成する。なお、テイルとは、キャピラリ１１３の先端であって、前記
ボール状の部位の逆側に位置する先端部分をいう。
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【００４２】
　図３ではこの工程においてキャピラリ１１３が降下するときの状態を示す。本実施形態
では、この工程において、キャピラリ１１３をパッド部１０５ａに押し付ける際に、側面
配線部１０５ｂの側にずらして設定することにより、キャピラリ１１３の先端部がパッド
部１０５ａ上に押し付けられてできるキャピラリの痕は、側面配線部１０５ｂとの境界部
で欠けた形状となる。
【００４３】
　（４）次に、キャピラリ１１３はワイヤ１０７を残したまま上昇し、キャピラリ１１３
の先端に一定の長さのテイルを確保した後、ワイヤクランプを閉じてワイヤ１０７をつか
み、テイルボンドの部分からワイヤ１０７をひきちぎる。このときテイルボンドがワイヤ
を仮止めした状態となっているので、ワイヤ１０７はキャピラリ１１３と一緒には上昇し
ない。
【００４４】
　（５）キャピラリ１１３の先端であって、テイルに高電圧をかけて火花を飛ばし、その
熱でテイル中の接続部を溶かすことにより、溶けた接続部は表面張力により球形に近いボ
ール状になって固化される。以下、（１）に戻り、継続して接続をおこなうことができる
。
【００４５】
≪回路基板の各構成要素の詳細について≫
　以下、本発明の実施形態に係る回路基板の各構成要素についてさらに詳しく説明する。
【００４６】
＜第２の実施形態に係る回路基板＞
　図５は、本発明の第２の実施形態に係る回路基板（発光装置１）を示す断面図である。
図６は、発光装置１を示す断面図である。基本的には図１Ａ～図１Ｃで説明した構成と同
じであるが、素子自体の構成を細かく説明するため、図１Ａ～図１Ｃのワイヤと第２絶縁
層とを省略して記載した。なお、図５は、発光装置１のうち、後述するゲート用台座部３
４と発光素子本体１１を切断する面における断面図である。また、図６は、後述するカソ
ード用台座部２２を切断する面における断面図である。
【００４７】
　図５および図６に示す構成において、発光装置１は、基板２と、発光素子３と、台座部
４と、ゲート用配線５と、アノード用配線６と、カソード用配線７と、導体８とを含む。
図１Ａ～図１Ｃの説明では、導体と発光素子の電極とを結ぶ詳細な構成を省略したが、図
５および図６において、ゲート用配線５、アノード用配線６、およびカソード用配線７な
どが導体８と発光素子３の電極とを仲介して電気的に接続する。
【００４８】
　基板２は、板状であって、ｎ型半導体から成る。発光素子３は、基板２の厚み方向Ｚ（
以下、厚み方向Ｚという）の一表面２ａ上の、基板２の幅方向Ｘ（以下、幅方向Ｘという
）の一方Ｘ１の端部寄りに形成される。発光素子３は、本実施形態ではｐｎｐｎ構造を有
する発光サイリスタから成る。そして、発光素子３は、発光素子本体１１と、第１電極１
２と、第２電極１３と、発光素子本体１１に重なって形成される絶縁層１５の一部とを含
んで構成される。発光素子３は、しきい電圧を超える電位差をアノードとカソードとの間
に与えることによって発光する。しきい電圧は、ゲートに印加する電圧に応じて変化する
。
【００４９】
　発光素子本体１１は、第１のｎ型半導体層１６と、第１のｐ型半導体層１７と、第２の
ｎ型半導体層１８と、第２のｐ型半導体層１９と、オーミックコンタクト層２０とがそれ
ぞれこの順に積層されて、基板２の厚み方向Ｚの一表面２ａ上に形成される。発光素子本
体１１は、基板２から厚み方向Ｚの一方Ｚ１に向かって側面が集まるように形成される。
【００５０】
　基板２としては、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体およびＩＶ族半導体などの結晶成長が可能
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な半導体基板が挙げられ、たとえば、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）、インジウムリン（Ｉｎ
Ｐ）、ガリウムリン（ＧａＰ）、シリコン（Ｓｉ）またはゲルマニウム（Ｇｅ）などの半
導体材料が挙げられる。
【００５１】
　第１のｎ型半導体層１６は、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）、アルミニウムガリウム砒素（
ＡｌＧａＡｓ）またはインジウムガリウムリン（ＩｎＧａＰ）などの半導体材料によって
形成される。第１のｎ型半導体層１６のキャリア密度は、１×１０１８ｃｍ－３程度が望
ましい。
【００５２】
　第１のｐ型半導体層１７は、アルミニウムガリウム砒素（ＡｌＧａＡｓ）またはガリウ
ム砒素（ＧａＡｓ）などの半導体材料によって形成される。第１のｐ型半導体層１７を形
成する半導体材料としては、第１のｎ型半導体層１６を形成する半導体材料のエネルギー
ギャップと同じエネルギーギャップを有するもの、もしくは、第１のｎ型半導体層１６を
形成する半導体材料のエネルギーギャップよりも小さいエネルギーギャップを有するもの
が選ばれる。第１のｐ型半導体層１７のキャリア密度は１×１０１７ｃｍ－３程度が望ま
しい。
【００５３】
　第２のｎ型半導体層１８は、アルミニウムガリウム砒素（ＡｌＧａＡｓ）またはガリウ
ム砒素（ＧａＡｓ）などの半導体材料によって形成される。第２のｎ型半導体層１８を形
成する半導体材料には、第１のｐ型半導体層１７を形成する半導体材料のエネルギーギャ
ップと同じエネルギーギャップを有するもの、もしくは、第１のｐ型半導体層１７を形成
する半導体材料のエネルギーギャップよりも小さいエネルギーギャップを有するものが選
ばれる。第２のｎ型半導体層１８のキャリア密度は、第１のｎ型半導体層１６、第１のｐ
型半導体層１７、第２のｎ型半導体層１８および第２のｐ型半導体層１９の全層の中で最
も小さく、具体的には１×１０１６ｃｍ－３～１×１０１７ｃｍ－３程度が望ましい。第
２のｎ型半導体層１８は、アルミニウムガリウム砒素（ＡｌＧａＡｓ）、ガリウム砒素（
ＧａＡｓ）などの半導体材料から形成されることによって、得られた発光素子は高い内部
量子効率を得ることができる。
【００５４】
　第２のｐ型半導体層１９は、アルミニウムガリウム砒素（ＡｌＧａＡｓ）またはガリウ
ム砒素（ＧａＡｓ）などの半導体材料によって形成される。第２のｐ型半導体層１９を形
成する半導体材料には、第１のｐ型半導体層１７および第２のｎ型半導体層１８を形成す
る半導体材料のエネルギーギャップと同じエネルギーギャップを有するもの、もしくは、
第１のｐ型半導体層１７および第２のｎ型半導体層１８を形成する半導体材料のエネルギ
ーギャップよりも大きいエネルギーギャップを有するものが選ばれる。第２のｐ型半導体
層１９のキャリア密度は、１×１０１８ｃｍ－３程度が望ましい。
【００５５】
　オーミックコンタクト層２０は、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）またはインジウムガリウム
リン（ＩｎＧａＰ）などの半導体材料によって形成されるｐ型半導体層であり、第１電極
１２とのオーミック接合を行うためのものである。オーミックコンタクト層２０のキャリ
ア密度は１×１０１９ｃｍ－３以上が望ましい。
【００５６】
　発光素子本体１１は、第２電極１３と接続される第２電極接続部２１を有する。第２電
極接続部２１は、第１のｎ型半導体層１６と、第１のｐ型半導体層１７の厚み方向Ｚの基
板２寄りの一部とが、第１のｎ型半導体層１６と、第１のｐ型半導体層１７と、第２のｎ
型半導体層１８と、第２のｐ型半導体層１９と、オーミックコンタクト層２０とが積層さ
れた部位から、幅方向Ｘの他方Ｘ２に突出して形成される。
【００５７】
　台座部４は、基板２の厚み方向Ｚの一表面２ａ上の発光素子３とは異なる領域に設けら
れる。台座部４は、基板２の幅方向Ｘの他方Ｘ２の端部寄りに形成される。台座部４は、
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図５では、では厚み方向Ｚおよび幅方向Ｘに垂直な配列方向Ｙに所定の間隔をあけて配置
されるアノード用台座部と、ゲート用台座部３４と、カソード用台座部３５と、第３電極
１４とを含む。アノード用台座部と、ゲート用台座部３４と、カソード用台座部３５とを
総称する場合、または不特定のものを指定する場合には、単に台座部４という。台座部４
は、台座部本体２２と、絶縁層１５の台座部本体２２に重なって形成される部分とを含ん
で構成される。
【００５８】
　台座部本体２２は、例えば、図５では発光素子本体１１の各半導体層とそれぞれ同じ厚
みを有する半導体層を積層して形成される。台座部本体２２は、発光素子本体１１と同じ
材料を用いた層構成を成すので、対応する層については発光素子本体１１の各半導体層と
同一の名称を付す。
【００５９】
　台座部本体２２は、第１のｎ型半導体層２４と、第１のｐ型半導体層２５と、第２のｎ
型半導体層２６と、第２のｐ型半導体層２７と、オーミックコンタクト層２８とがそれぞ
れこの順に積層されて、基板２の厚み方向Ｚの一表面２ａ上に形成される。台座部本体２
２は、四角錘台状に形成される。
【００６０】
　絶縁層１５は、先の図１において第１の絶縁層として説明した構成要素である。この絶
縁層１５は、発光素子本体１１の表面と、台座部本体２２の表面と、基板２の表面とを厚
み方向Ｚの一方Ｚ１から覆って形成される。絶縁層１５は、電気絶縁性、透光性および平
坦性を有する樹脂材料によって形成される。絶縁層１５は、ポリイミドおよびベンゾシク
ロブテン（ＢＣＢ）などによって形成される。
【００６１】
　発光素子３と台座部４とは、発光装置１の小型化を実現するために可能な限り近接して
配置される。発光素子３と台座部４との間隔Ｗ１は、たとえば１０μｍ～２００μｍであ
る。
【００６２】
　発光素子本体１１のオーミックコンタクト層２０の厚み方向Ｚの一表面２０ａ上に積層
された絶縁層１５の一部には、厚み方向Ｚに貫通する第１貫通孔３１が形成される。また
第２電極接続部２１の厚み方向Ｚの一表面２１ａ上に積層された絶縁層１５の一部には、
厚み方向Ｚに貫通する第２貫通孔３２が形成される。また図６に示すようにカソード用台
座部３５と基板２の幅方向Ｘの他方Ｘ２の端部との間に形成される絶縁層１５の一部には
、厚み方向Ｚに貫通する第３貫通孔３３が形成される。
【００６３】
　第１電極１２は、第１貫通孔３１を厚み方向Ｚの一方Ｚ１から覆うように形成される。
第１電極１２は、発光素子３のアノードに相当する。第２電極１３は、第２貫通孔３２を
厚み方向Ｚの一方Ｚ１から覆うように形成される。第２電極１３は、発光素子３のゲート
に相当する。図６に示す第３電極１４は、第３貫通孔３３を厚み方向Ｚの一方Ｚ１から覆
うように形成される。第３電極１４は、基板２を介して第１のｎ型半導体層１６に電気的
に接続されるので、発光素子３のカソードに相当する。第１～第３電極１２，１３，１４
は、金属材料および合金材料などの導電性を有する材料によって形成される。
【００６４】
　台座部４にはワイヤの一端が接続される導体８が形成される。この導体８はパッド部８
ａと側面配線部８ｂとを含む。そして、台座部４の厚み方向Ｚの一表面４ａ上、すなわち
台座部４の上面上には、パッド部８ａが配置され、台座部４の側面上には側面配線部８ｂ
が配置される。発光装置１は、ワイヤを介して、他の装置と電気的に接続される。導体８
は、アノード用台座部の厚み方向Ｚの一表面上の全面にわたって形成されるアノード用導
体と、ゲート用台座部３４の厚み方向Ｚの一表面４ａ上の全面にわたって形成されるゲー
ト用導体Ｇと、カソード用台座部３５の厚み方向Ｚの一表面４ａ上に形成されるカソード
用導体Ｃとを含む。以後ゲート用導体Ｇと、カソード用台座部３５の厚み方向Ｚの一表面
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４ａ上に形成されるカソード用導体Ｃとを総称する場合、不特定のものを示す場合、およ
びパッド部８ａまたは側面配線部８ｂの構成要素を区別せず総称する場合には、単に導体
８という。
【００６５】
　ゲート用配線５は、絶縁層１５の表面に沿って第２電極１３とゲート用導体Ｇとの間に
設けられる。ゲート用導体Ｇは、ゲート用配線５を介して第２電極１３と電気的に接続さ
れる。
【００６６】
　アノード用配線６は、絶縁層１５の表面に沿って第１電極１２とアノード用導体との間
に設けられる。アノード用導体は、アノード用配線６を介して第１電極１２と電気的に接
続される。このアノード用配線６は、ゲート用配線５と短絡しないように、ゲート用配線
５と所定の間隔をあけて配置される。
【００６７】
　カソード用配線７は、絶縁層１５の表面に沿って第３電極１４とカソード用導体Ｃとの
間に設けられる。カソード用導体Ｃは、カソード用配線７を介して第３電極１４と電気的
に接続される。発光素子３のカソードをグランドに接続する場合には、このカソード用導
体Ｃとグランドとの間をワイヤによって接続すればよい。
【００６８】
　第１電極１２、第２電極１３、第３電極１４、アノード用配線６、ゲート用配線５、カ
ソード用配線７、アノード用導体、ゲート用導体Ｇ、およびカソード用導体Ｃは、それぞ
れ金（Ａｕ）、金とゲルマニウムとの合金（ＡｕＧｅ）、または金と亜鉛との合金（Ａｕ
Ｚｎ）などによって形成される。
【００６９】
　発光素子本体１１および台座部本体２２は、第１のｎ型半導体層１６，２４、第１のｐ
型半導体層１７，２５、第２のｎ型半導体層１８，２６、第２のｐ型半導体層１９，２７
、オーミックコンタクト層２０，２８をそれぞれ形成するための半導体材料を、エピタキ
シャル成長および化学気相成長（ＣＶＤ）法などによって基板２の一表面２ａ上に順次積
層した後、フォトリソグラフィによってパターニングおよびエッチングを行うことにより
形成される。したがって、一連の製造プロセスにおいて、発光素子本体１１および台座部
本体２２を同時に形成することができる。よって、製造工程を増加させないで台座部本体
２２を形成することができ、製造コストを低減することができる。
【００７０】
　絶縁層１５は、前述したポリイミドなどの樹脂材料をスピンコーティングした後、塗付
した樹脂材料を硬化させ、第１～第３貫通孔３１，３２，３３をフォトリソグラフィによ
ってパターニングおよびエッチングすることにより形成される。
【００７１】
　第１～第３電極１２，１３，１４、アノード用配線６、ゲート用配線５、カソード用配
線７、アノード用導体、ゲート用導体Ｇ、およびカソード用導体Ｃは、絶縁層１５を形成
した後、蒸着法などによって導電性材料を絶縁層１５の表面に積層され、その後、フォト
リソグラフィによってパターニングおよびエッチングして、同時に形成される。したがっ
て、第１～第３電極１２，１３，１４と、アノード用配線６、ゲート用配線５、カソード
用配線７、アノード用導体、ゲート用導体Ｇ、およびカソード用導体Ｃの厚みは、ほぼ等
しい。
【００７２】
　アノード用導体とカソード用導体Ｃとゲート用導体Ｇとは、発光装置１において基板２
の一表面２ａから最も離間した位置に形成される。またアノード用配線６、ゲート用配線
５およびカソード用配線７は、仮想一平面１０よりも基板２に近接して形成される。発光
素子３の厚み方向Ｚの一表面３ａと導体８の厚み方向Ｚの一表面との基板２の一表面２ａ
からの高さＨは、たとえば２μｍ～１０μｍに選ばれる。
【００７３】



(11) JP 5114569 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　このように、アノード用導体とカソード用導体Ｃとゲート用導体Ｇが、アノード用配線
６、ゲート用配線５およびカソード用配線７と離間することにより、それらの導体と発光
素子３とが十分に離間することになり、キャピラリと発光素子３との衝突を低減させ、ま
た、ワイヤを接続時の発光素子３への衝撃を緩和することができる。
【００７４】
　本実施形態では、発光素子本体１１は、ｎ型半導体層とｐ型半導体層との順が反対であ
ってもよい。
【００７５】
　また本実施形態では、導体８の厚み方向Ｚの一表面の基板２からの間隔は、発光素子３
の厚みと等しくなるが、導体８の厚み方向Ｚの一表面の基板２からの間隔を、発光素子３
の厚みよりも大きくなるように台座部４または導体８を形成してもよい。
【００７６】
　ワイヤを接続するときに発光素子３に加わる衝撃を緩和するために、発光素子３と台座
部４とを離間して配置するようにしてもよい。ただし発光素子３と台座部４との間隔Ｗ１
が大きすぎると、電気信号が劣化する、あるいは装置が大形になるので、発光素子３と台
座部４との間隔Ｗ１は、たとえば１０μｍ～２００μｍに選ばれる。
【００７７】
＜第３の実施形態に係る回路基板＞
　発光装置４１は、発光素子アレイ４２と、複数の台座部Ｄと、複数の制御信号伝送配線
ＧＨと、アノード用配線６と、ゲート用配線５と、カソード用配線７と、第１絶縁層４３
と、第３絶縁層４４と、複数の導体８とを含む。図７～９に示す発光装置４１の構成にお
いて、前述の第１の実施形態に係る発光装置１の構成と対応する構成については、同一の
符号を付す。なお、第３絶縁層４４は、図１における第２の絶縁層とは別の構成要素であ
る。
【００７８】
　発光素子アレイ４２は、ｎ（記号ｎは、２以上の整数）個の発光素子ブロックＢを含む
。各発光素子ブロックＢは、それぞれｍ（記号ｍは、２以上の整数）個の発光素子Ｔを含
んで構成される。すなわち発光素子アレイ４２は、ｎ×ｍ個の発光素子Ｔを含んで構成さ
れる。図７の発光装置の場合、ｍ＝４である。各発光素子Ｔは、基板２の厚み方向Ｚの一
表面２ａ上の幅方向Ｘの他方Ｘ１の端部寄りに、相互に間隔をあけて配列方向Ｙに沿って
直線状に配列される。各発光素子ブロックＢは、配列方向Ｙの一方Ｙ１から順にｍ個ずつ
の発光素子Ｔによってそれぞれ構成される。ｎ個の発光素子ブロックＢのうちの、配列方
向Ｙの一方Ｙ１から順にｉ（記号ｉは、１以上かつｎ以下の整数）番目に配置される発光
素子ブロックＢを、発光素子ブロックＢｉとする。また発光素子ブロックＢｉを構成する
発光素子Ｔのうちの、配列方向Ｙの一方Ｙ１から順にｊ（記号ｊは、１以上かつｍ以下の
整数）番目に配置される発光素子Ｔを発光素子Ｔｊとする。複数の発光素子Ｔを総称する
場合、および不特定の発光素子Ｔを示す場合には、単に発光素子Ｔとする。また複数の発
光素子ブロックＢを総称する場合、および不特定の発光素子ブロックＢを示す場合には、
単に発光素子ブロックＢとする。発光素子Ｔは、６００～８００ｎｍの波長の光を発光で
きるように形成される。
【００７９】
　発光素子Ｔは、前述した第１の実施形態に係る発光装置１における発光素子３と同様の
構成であるので、対応する構成については同様の符号を付す。発光素子Ｔは、発光素子本
体１１と、第１絶縁層４３の一部と、第３絶縁層４４の一部と、第１電極１２と、第２電
極１３とを含んで構成される。特に発光素子本体１１は、前述した第１の実施形態に係る
発光装置１における発光素子本体１１と同じ構造を有している。
【００８０】
　各発光素子ブロックＢを構成する発光素子Ｔは、発光素子ブロックＢ毎に第１電極１２
が互いにアノード用配線６を介して電気的に接続される。
【００８１】
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　発光装置４１は、本実施形態では３×ｎ個の台座部Ｄを含む。台座部Ｄは、基板２の厚
み方向Ｚの一表面２ａ上であって幅方向Ｘの一方Ｘ２の端部寄りに、相互に間隔をあけて
配列方向Ｙに直線状に配列される。台座部Ｄは、前述した第１の実施形態に係る発光装置
１における台座部４と同様の構成であるので、対応する構成については同じ符号を付す。
台座部Ｄは、台座部本体２２と、第１絶縁層４３の一部と、第３絶縁層４４の一部と、第
３電極１４とを含んで構成される。特に台座部本体２２は、前述した第１の実施形態に係
る発光装置１における台座部本体２２と同じ構造を有している。
【００８２】
　発光素子Ｔと台座部Ｄとは、発光装置４１の小型化を実現するために、後述する制御信
号伝送配線ＧＨを形成することが可能な間隔をあけて近接して配置される。発光素子Ｔと
台座部Ｄとの間隔Ｗ２は、たとえば１０μｍ～２００μｍに選ばれる。
【００８３】
　導体８は、図１Ａの導体１０５と同様の構成を示す。パッド部８ａの幅方向Ｘの寸法Ｗ
３は、たとえば３０μｍ～１２０μｍに選ばれる。またパッド部８ａの配列方向Ｙの寸法
Ｗ４は、たとえば３０μｍ～１２０μｍに選ばれる。
【００８４】
　この発光装置４１の構成によれば、発光素子Ｔが、一列状に複数個配列され、台座部Ｄ
も一列状に複数個配列されている。台座部Ｄ上のパッド部８ａを発光素子Ｔに近づけて配
列できるため、発光装置４１の幅方向Ｘのサイズを縮小化することができる。
【００８５】
　複数の導体８のうち、配列方向Ｙの一方Ｙ１から順に３×ｉ－１番目に配置される導体
８を、アノード用導体Ａｉとする。以後複数のアノード用導体Ａを総称する場合、および
不特定のアノード用導体Ａを示す場合には、単にアノード用導体Ａとする。
【００８６】
　発光装置４１は、図７に示すように発光素子ブロックＢを構成する発光素子Ｔの数（ｍ
個）と同数のｍ本の制御信号伝送配線ＧＨを含む。図７に示す発光装置４１ではｍ＝４な
ので、発光装置４１は、４本の第１～第４制御信号伝送配線ＧＨ１，ＧＨ２，ＧＨ３，Ｇ
Ｈ４を含む。
【００８７】
　制御信号伝送配線ＧＨは、発光素子アレイ４２と台座部Ｄとの間に形成される。そして
、制御信号伝送配線ＧＨは、前述した第１の実施形態に係る発光装置１の絶縁層１５に相
当する第１絶縁層４３の厚み方向Ｚの一表面上に配列方向Ｙに沿って形成される。第１～
第４制御信号伝送配線ＧＨ１，ＧＨ２，ＧＨ３，ＧＨ４は、各発光素子Ｔの第２電極１３
にそれぞれ順次１つずつゲート用配線５を介して接続される。そして、第１～第４制御信
号伝送配線ＧＨ１，ＧＨ２，ＧＨ３，ＧＨ４は、配列される発光素子Ｔに沿って、それぞ
れが４つおきに発光素子Ｔの第２電極１３に接続される。すなわち第１制御信号伝送配線
ＧＨ１は、発光素子Ｔ１の第２電極１３に電気的に接続され、第２制御信号伝送配線ＧＨ
２は、発光素子Ｔ２の第２電極１３に電気的に接続され、第３制御信号伝送配線ＧＨ３は
、発光素子Ｔ３の第２電極１３に電気的に接続され、第４制御信号伝送配線ＧＨ４は、発
光素子Ｔ４の第２電極１３に電気的に接続される。
【００８８】
　第１～第４制御信号伝送配線ＧＨ１，ＧＨ２，ＧＨ３，ＧＨ４はそれぞれ、複数の導体
８のうちのいずれか１つにゲート用配線５を介して電気的に接続される。以後第１制御信
号伝送配線ＧＨ１、ＧＨ２ＧＨ３、およびＧＨ４に電気的に接続される導体８をそれぞれ
、第１ゲート用導体Ｇ１、第２ゲート用導体Ｇ２、第３ゲート用導体Ｇ３および第４ゲー
ト用導体Ｇ４とする。
【００８９】
　また複数の台座部Ｄのうちの１つは、前述の第１の実施形態に係る発光装置１のカソー
ド用台座部３５に相当する。以後カソード用配線７を介して第３電極１４に電気的に接続
される導体８を、カソード用導体Ｃとする。
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【００９０】
　第１絶縁層４３は、前述した第１の実施形態に係る発光装置１における絶縁層１５に相
当する。
【００９１】
　第３絶縁層４４は、第１絶縁層４３および制御信号伝送配線ＧＨの表面を、厚み方向Ｚ
の一方Ｚ１から覆う。前述したゲート用配線５は、第３絶縁層４４の表面に沿って幅方向
Ｘに延び、所定の制御信号伝送配線ＧＨに接続される。第３絶縁層４４のうち、制御信号
伝送配線ＧＨのゲート用配線５が接続されるべき表面上に位置する部分には、貫通孔４５
が形成される。そして、この貫通孔４５にゲート用配線５の一部が形成される。
【００９２】
　アノード用配線６は、第３絶縁層４４の表面に沿って形成される。そして、アノード用
配線６は、第１電極１２から第２電極接続部２１の厚み方向Ｚの一方Ｚ１方向に設けられ
た第１延在部６ａと、配列方向Ｙに延び、第１延在部６ａの第１電極１２とは反対側の端
部をそれぞれ接続する第２延在部６ｂと、第２延在部６ｂの配列方向Ｙの中央から幅方向
Ｘに延び、アノード用導体Ａに接続される第３延在部６ｃとを含む。
【００９３】
　第１絶縁層４３および第３絶縁層４４の一部には、厚み方向Ｚに貫通する第１貫通孔３
１が形成される。また、第１絶縁層４３および第３絶縁層４４の一部には、厚み方向Ｚに
貫通する第２貫通孔３２が形成される。さらに、第１絶縁層４３および第３絶縁層４４の
一部には、厚み方向Ｚに貫通する第３貫通孔３３が形成される。
【００９４】
　第１電極１２は、アノードに相当する。第２電極１３は、ゲートに相当する。第３電極
１４は、カソードに相当する。
【００９５】
　発光素子本体１１および台座部本体２２は、前述の第１の実施形態と同様の工程を経る
ことによって形成される。
【００９６】
　第１絶縁層４３および第３絶縁層４４の形成方法は次のとおりである。まず、前述した
ポリイミドなどの樹脂材料をスピンコーティングした後、塗付した樹脂材料を硬化させる
。そして、第１～第３貫通孔３１，３２，３３をフォトリソグラフィによってパターニン
グおよびエッチングすることにより第１絶縁層４３および第３絶縁層４４形成される。
【００９７】
　図１０は、図７に示される発光装置４１の等価回路を示す回路図である。発光装置４１
は、駆動部をさらに含む。駆動部は、各アノード用導体Ａおよび各ゲート用導体Ｇにそれ
ぞれワイヤを介して電気的に接続される。図１０に示す発光装置４１では、各発光素子Ｔ
のカソードに相当するカソード用導体Ｃを接地電位とする。
【００９８】
　駆動部は、アノード用導体Ａｉにセレクト信号φｉを、ゲート用導体Ｇｊに制御信号ψ
ｊをそれぞれ与える。セレクト信号φｉは、アノード用配線６を介して発光素子ブロック
Ｂｊに含まれる各発光素子Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，Ｔ４のアノードに与えられる。制御信号ψ
ｊは、制御信号伝送配線ＧＨｊを介して各発光素子Ｔｊのゲートに与えられる。駆動部は
、駆動用ドライバーＩＣ（Integrated Circuit）によって実現される。
【００９９】
　発光素子Ｔは、カソードが接地しているときには、アノードにハイレベルの高電圧が印
加される。そして発光素子Ｔは、ゲートにローレベルが印加されているときに発光し、ア
ノードおよびゲートが共にハイレベル、または、アノードおよびゲートが共にローレベル
のときには、消灯している。ハイレベルは、たとえば３ボルト～１０ボルトであり、ロー
レベルは、たとえば０（零）ボルトである。したがってたとえば発光素子ブロックＢｉの
発光素子Ｔ２を発光させる場合には、駆動部は、ハイレベルのセレクト信号φｉを与える
とともに、ローレベルの制御信号ψ２、ハイレベルの制御信号ψ１、ψ３、ψ４を与える
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。このようにセレクト信号φｉおよび制御信号ψｊを制御することによって選択的に発光
素子Ｔを発光させることができる。たとえば各発光素子Ｔのゲートおよびアノード毎にボ
ンディング用のパッド部８ａを形成する場合には、発光素子Ｔの数の２倍のボンディング
用のパッド部が必要になるが、ｍ個の発光素子Ｔをまとめて発光素子ブロックＢとするこ
とによって、駆動部に接続される端子の数をｎ＋ｍ個にすることができる。これによって
駆動部の端子数を抑制することができる。
【０１００】
　駆動部は、外部から基準となるクロックパルス信号が入力されて、このクロックパルス
信号に基づいて、制御信号ψ１～ψ４を同期して出力する。前記クロックパルス信号は、
後述する画像形成装置８７の制御部９６から与えられる。クロックパルス信号のクロック
周期は、後述する画像形成装置８７の制御部９６における制御周期よりも長く選ばれる。
また駆動部は、クロックパルス信号とともに与えられる画像情報に基づいて、セレクト信
号φｉを出力する。
【０１０１】
＜第４の実施形態に係る回路基板＞
　図１１は、本発明の第４の実施形態に係る回路基板である発光装置５１を示す断面図で
ある。発光装置５１は、第２の実施形態の発光装置４１の構成から、カソード用配線７、
第３電極１４が除かれ、発光素子Ｔを発光サイリスタから発光ダイオードに置換されてい
る。このように発光素子Ｔを発光ダイオードによって構成したとしても、駆動部は、制御
信号ψおよびセレクト信号φを与えることによって選択的に発光素子Ｔを発光させること
ができる。
【０１０２】
　以上説明した本発明の第４の実施形態に係る発光装置４１によれば、前述の第１の実施
形態に係る発光装置１と同様に、ワイヤを剥離しにくくすることができるため、信頼性が
向上し、装置の長寿命化を図ることができる。
【０１０３】
　また発光装置４１は、溝部１０８を発光素子Ｔ寄りにずらすことにより、パッド部８ａ
同士を近づけて配置することができる。そして、その結果、各発光素子Ｔを配列方向Ｙに
密に配置することができる。これによって解像度の高い画像形成装置８７を実現すること
ができる。
【０１０４】
≪画像形成装置について≫
　次に本発明の他の実施形態に係る画像形成装置について説明する。図１２は、発光装置
４１を有する画像形成装置８７の基本的構成を示す側面図である。なお、本発明の一実施
形態に係る回路基板である画像形成装置８７は、電子写真方式の画像形成装置であり、感
光体ドラム９０への露光装置に使用される発光装置４１を有する。発光装置４１は、図２
に示したように、例えば、駆動用ＩＣである駆動回路が搭載されたプリント基板に実装さ
れる。
【０１０５】
　画像形成装置８７は、Ｙ（イエロ）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン）、Ｋ（ブラック）
の４色のカラー画像を形成するタンデム方式を採用した装置である。図１２に示す画像形
成装置８７は、４つの発光装置４１Ｙ，４１Ｍ，４１Ｃ，４１Ｋ、集光部であるレンズア
レイ８８Ｙ，８８Ｍ，８８Ｃ，８８Ｋが実装された回路基板およびレンズアレイ８８を保
持する第１ホルダ８９Ｙ，８９Ｍ，８９Ｃ，８９Ｋ、４つの感光体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ
，９０Ｃ，９０Ｋ、４つの現像剤供給部９１Ｙ，９１Ｍ，９１Ｃ，９１Ｋ、転写部である
転写ベルト９２、４つのクリーナ９３Ｙ，９３Ｍ，９３Ｃ，９３Ｋ、４つの帯電器９４Ｙ
，９４Ｍ，９４Ｃ，９４Ｋ、定着部９５および制御部９６を含む。
【０１０６】
　各発光装置４１は、駆動部によって各色のカラー画像情報に基づいて駆動される。
【０１０７】
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　各発光装置からの光は、レンズアレイ８８を介して各感光体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ，９
０Ｃ，９０Ｋに集光して照射される。レンズアレイ８８は、たとえば発光装置の光軸上に
それぞれ配置される複数のレンズを含み、これらのレンズを一体的に形成して構成される
。
【０１０８】
　発光装置４１およびレンズアレイ８８は、第１ホルダ８９によって保持される。第１ホ
ルダ８９は、発光素子４１の光照射方向と、レンズアレイ８８のレンズの光軸方向と、を
ほぼ一致させるようにして位置合わせさせる。
【０１０９】
　各感光体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ，９０Ｃ，９０Ｋは、たとえば円筒状の基体表面に感光
体層が被着されている。そして、その感光体層には各発光装置４１Ｙ，４１Ｍ，４１Ｃ，
４１Ｋからの光を受けて静電潜像が形成される。
【０１１０】
　各感光体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ，９０Ｃ，９０Ｋの周辺部には、各静電潜像の形成位置
を基準として回転方向下流側に向かって順番に、露光された感光体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ
，９０Ｃ，９０Ｋに現像剤を供給する現像剤供給部９１Ｙ，９１Ｍ，９１Ｃ，９１Ｋ、転
写ベルト９２、クリーナ９３Ｙ，９３Ｍ，９３Ｃ，９３Ｋ、および帯電器９４Ｙ，９４Ｍ
，９４Ｃ，９４Ｋがそれぞれ配置される。感光体ドラム９０に現像剤によって形成された
画像を記録シートに転写する転写ベルト９２は、４つの感光体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ，９
０Ｃ，９０Ｋに対して共通に設けられる。
【０１１１】
　前記感光体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ，９０Ｃ，９０Ｋは、第２ホルダによって保持され、
この第２ホルダと第１ホルダ８９とは、相対的に固定される。各感光体ドラム９０Ｙ，９
０Ｍ，９０Ｃ，９０Ｋの回転軸方向は、発光装置の厚み方向Ｚおよび幅方向Ｘに垂直な配
列方向Ｙとほぼ一致するようにして位置合わせされる。
【０１１２】
　転写ベルト９２によって、記録シートを搬送し、現像剤によって画像が形成された記録
シートは、定着部９５に搬送される。定着部９５は、記録シートに転写された現像剤を定
着させる。感光体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ，９０Ｃ，９０Ｋは、回転駆動部によって回転さ
れる。
【０１１３】
　制御部９６は、前述した駆動部にクロック信号および画像情報を与えるとともに、感光
体ドラム９０Ｙ，９０Ｍ，９０Ｃ，９０Ｋを回転駆動させる回転駆動部、現像剤供給部９
１Ｙ，９１Ｍ，９１Ｃ，９１Ｋ、転写部９２、帯電器９４Ｙ，９４Ｍ，９４Ｃ，９４Ｋお
よび定着部９５を制御する。
【０１１４】
≪サーマルヘッドについて≫
　また、図１３に示すように、本実施形態の回路基板は、駆動部として発熱抵抗体１２１
を設けることによって、サーマルプリンタまたはインクジェットプリンタ等に用いられる
サーマルヘッドに用いることができる。本発明の一実施形態に係るサーマルヘッドは、こ
のサーマルヘッド用の回路基板と、第２の駆動回路１２２と、を備える。駆動回路１２２
は、ワイヤ１０７に接続され、第２の画像情報に基づいて発熱抵抗体１２１を駆動する。
【０１１５】
≪イメージセンサについて≫
　また、図１４に示すように、本実施形態の回路基板は、駆動部として受光素子１３１を
設けることによって、イメージセンサに用いることができる。本発明の一実施形態に係る
イメージセンサは、このイメージセンサ用の回路基板と、演算回路１３２と、を含む。演
算回路１３２は、受光素子１３１で発生した電気信号を演算処理する。この電気信号は、
光パターン（第３の画像情報）に対応して受光素子１３１で発生する。
【０１１６】
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　上記の発光素子または発熱抵抗体を搭載した本実施形態の画像形成装置、および受光素
子を搭載した本実施形態のイメージセンサは、小型化しても良好なワイヤの付着力を得ら
れる本実施形態の回路基板を備えているので、小型で長寿命かつ歩留りの高い画像形成装
置およびイメージセンサとなる。
　本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形態で実
施できる。したがって、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、本発明の範
囲は特許請求の範囲に示すものであって、明細書本文には何ら拘束されない。さらに、特
許請求の範囲に属する変形や変更は全て本発明の範囲内のものである。
【符号の説明】
【０１１７】
１，４１，５１　発光装置
２　基板
３　発光素子
４　台座部
５　ゲート用配線
６　アノード用配線
７　カソード用配線
８　導体
８ａ　パッド部
８ｂ　側面配線部
１２　第１電極
１３　第２電極
１４　第３電極
３４　ゲート用台座部
３５　カソード用台座部
４２　発光素子アレイ
８７　画像形成装置
８８　レンズアレイ
８９　ホルダ
９０　感光体ドラム
９１　現像剤供給部
９２　転写ベルト
９３　クリーナ
９４　帯電器
９５　定着部
９６　制御部
１０１　基板
１０２　台座部
１０３　発光素子
１０４　第１の絶縁層
１０５　導体
１０５ａ　パッド部
１０５ｂ　側面配線部
１０６　第２の絶縁層
１０７　ワイヤ
１０７ａ　接続部
１０８　溝部
１０９　電極
１１０　プリント基板
１１１　駆動用ＩＣ
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１１２　電極
１１３　キャピラリ
１２０　サーマルヘッド
１２１　発熱抵抗体
１２２　駆動回路
１３０　イメージセンサ
１３１　受光素子
１３２　演算回路
Ａ　アノード用導体
Ｃ　カソード用導体
Ｄ　台座部
Ｇ　ゲート用導体
ＧＨ　制御信号伝送配線

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３】
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